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┃ 滋賀県┃

鷲の門
┃ 徳島県┃

今月号の「地方本部長に聞く」は滋賀県本部と徳島県本部です

旧豊郷小学校校舎

　鷲の門は、徳島市にある、かつての徳島城の城門。豊臣
秀吉に仕え、四国征伐の際にめざましい活躍をした蜂須
賀家政は、その戦功として、1585（天正13）年、阿波一国

（17万6千石）を与えられた。入封した家政は、本格的な築
城を開始し、1586（天正14）年にほぼ完成して徳島城と改
称し、城下を徳島と名づけた。以後、徳島城は江戸時代を
通して徳島藩蜂須賀氏25万石の居城となった。なお、
1873（明治6）年の廃城令により、1875（明治8）年には、鷲
の門を除く、城内のすべての建築物が撤去された。
　鷲の門は、1945（昭和20）年の徳島大空襲によって焼失
したが、1989（平成元）年に徳島市制100周年を記念して
復元された。幕府に「鷲を飼う建物」として申し立て建造
したため、この名前がつけられたと伝えられるが、真偽は
不明。

　伊藤忠商事の創業者・伊藤忠兵衛を輩出した豊郷町に
ある旧豊郷小学校の校舎群。琵琶湖の東部に立地する豊
郷町は旧中山道の中継地点にあたり、商才に優れて全国
で活動した近江商人を育んできた。旧豊郷小学校の校舎
も、豊郷町出身の近江商人で丸紅の専務であった古川鉄
治郎氏が1937（昭和12）年に寄贈したもの。設計は、近江
兄弟社を創立してメンソレータムを広めたことで知られ
る実業家で建築家のウィリアム・メレル・ヴォーリズによ
る。旧校舎および講堂、酬徳記念図書館が2013（平成25）
年に登録有形文化財に指定されている。旧校舎建物はRC
造地上2階・一部3階建。中央部を3階建て棟屋として車寄
せが張り出し、白亜で左右対称、四角形を組み合わせたモ
ダニズム建築となっている。近年は、映画のロケ地やアニ
メの舞台となっていることから観光客が増加している。
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公益社団法人全日本不動産協会
創立65周年
公益社団法人不動産保証協会
創立45周年

創立記念式典・
創立記念講演会を開催
公益社団法人全日本不動産協会と公益社団法人不動産保証協会は1月17日（火）、
東京千代田区のホテルニューオータニで、全日創立65周年、保証創立45周年の
創立記念式典と創立記念講演会を開催しました。式典には、瑶子女王殿下のご
臨席を賜りました。
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［式辞］原嶋和利全日・保証理事長 ［お言葉］瑶子女王殿下

　記念式典ではまず、儀典長を務め
た中村裕昌保証副理事長の先導で、
瑶子女王殿下をお迎えしました。三
本皓三全日・保証副理事長の開会の
辞の後、国家斉唱となりました。
　その後、原嶋和利全日・保証理事
長が式辞を述べました。原嶋理事長
は式辞のなかで、故三笠宮崇仁親王
殿下のこれまでの式典へのご台臨と
瑶子女王殿下のご臨席について、感
謝と御礼の言葉を述べました。さら
に、現在の正会員数が2万9000社
を超え、念願とする3万社達成まで
目前となっていることに触れ、「会
員各位の不動産業に対する熱い情熱、
そして本会に寄せられた国民の厚い
信頼と国土交通省、業界関連団体の
ご理解とご協力の賜物と深く感謝す
る次第であります」と語りました。
最後に、これからの組織運営につい
て、「目まぐるしく変遷する時代や
環境にも素早く対応できる組織づく
りを目指し、なによりも公益法人の
名に恥じぬよう、これからも消費者
の保護と国民の安全安心な不動産取
引の確保と宅地建物取引業の健全な
発展に寄与すべく事業を推進して参
ります」と抱負を語りました。
　次に、瑶子女王殿下からのお言葉
をいただきました。瑶子女王殿下は、
祖父にあたる故三笠宮崇仁親王殿下
が、全日本不動産協会の創立記念式

［日　時］ 平成29年1月17日（火）  13：30～14：30
［場　所］ ホテルニューオータニ「芙蓉の間」

瑶子女王殿下のご臨席を賜り、
創立記念式典を開催

［開会の辞］三本皓三全日・保証副理事長

第一部　創立記念式典
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典にご台臨されていたことに触れら
れ、「（今回のご臨席について）何か
のご縁ではないかと思っております
ので、私にできることがございまし
たら、何でも言っていただければと
存じます。皆様にとって、少しでも
力になれることを願って、また、こ
のご縁が続きますこと、そして何よ
り、全日本不動産協会、不動産保証
協会がますます発展、継続されます
ことを、心からお祈り申し上げます」
と述べられました。
　続いて、安倍晋三内閣総理大臣か
らのメッセージが読み上げられまし
た。安倍内閣総理大臣は「全日本不
動産協会が設立された昭和27年は、
わが国で宅地建物取引業法が制定さ
れた、まさにその年であります。以
来、業界で最も歴史のある団体とし
て、両協会の会員各位が長年にわた
り、国民生活や経済活動の基盤であ
る不動産の健全な取引の推進のため、
日夜邁進されてこられたことに大い
に敬意を表します」としたうえで、
「不動産流通のプロフェッショナル」
である全日会員の引き続きの活躍に
期待するお祝いの言葉を述べました。
根本幸典国土交通大臣政務官、全日

［来賓祝辞］
根本幸典国土交通大臣政務官

［来賓祝辞］
野田聖子全日本不動産政策推進議員
連盟会長

［大会宣言］
松永幸久式典委員長

［閉会の辞］
坊雅勝保証専務理事

本不動産政策推進議員連盟会長であ
る野田聖子衆議院議員に来賓祝辞を
いただいたほか、石井啓一国土交通
大臣からの祝電が披露されました。
　その後、表彰状贈呈式が行われ、
原嶋理事長より、功績章（受賞者99

名、代表　福山修氏）、表彰状（受賞
者192名　同 飯島弥生氏）、感謝状
（受賞者2,238名　同 橋本満氏）、特
別功労者表彰（受賞者1名、藤野茂

樹氏）、事務局職員表彰（受賞者95

名、同 森みゆき氏）がそれぞれ授与
されました。授与後、受賞者を代表
して、福山修氏が謝辞を述べました。
　松永幸久式典委員長が大会宣言を
読み上げた後、坊雅勝保証専務理事
が閉会の辞を述べ、式典を締めくく
りました。最後に、瑶子女王殿下が
ご退場され、記念式典は盛会のうち
に終了しました。

公益社団法人全日本不動産協会　創立65周年
公益社団法人不動産保証協会　創立45周年
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　創立記念式典に引き続き、鳳凰の
間に場所を移して、第二部の創立記
念講演が行われ、会員ら多数が出席
しました。
　松永幸久全日副理事長が開会の辞
を述べた後、第一部の基調講演が行
われました。基調講演は「安倍政権
の目指す政治」というテーマで、菅義
偉内閣官房長官が講師を務めました。
　菅内閣官房長官は、まず経済が強
くなければ何もできないと指摘。安
倍政権として、発足以来、日本経済
再生を最優先に取り組んできたと語
りました。さらに、アベノミクスに
より日本経済の環境は大きく変わり、
国と地方をあわせた税収はこの4年
間で22兆円増え、来年には初めて
100兆円を超える見通しだと指摘。
「安倍政権が目指してきた方向に、
ようやく日本経済が向き始めてき
た」と強調しました。
　そして、この4年間で、これまで
20年間続いたデフレを脱却すると
ころまでもってくることができたと

し、確実にデフレを脱却したと言え
る経済を何としても作り上げていく
と決意を示しました。
　外交面では、安倍首相とトランプ
米大統領やプーチン露大統領との首
脳会談の成果を強調し、日米同盟を
中軸にして世界外交を進めていくと
語りました。
　規制改革にも触れ、観光や農業の
分野で規制改革を徹底的に進めてい
くことを強調しました。
　創立記念講演第二部は、三菱UFJ

信託銀行株式会社不動産コンサルテ
ィング部専門部長の山崎暢之氏が
「平成29年の不動産市場～好調が続
くか、調整局面入りか～」と題する
記念講演を行いました。
　山崎氏は各種データを駆使して、
これまでの好調な不動産市場の要因
を分析するとともに、マーケットの
変化についても、いくつかの兆候が
あるものの、それほどの大きな影響
はないと指摘しました。
　その上で、2017年の不動産市況に

菅　義偉 氏　　　　
内閣官房長官
沖縄基地負担軽減担当大臣
衆議院議員 7期　（自由民主党）

山﨑 暢之 氏
三菱UFJ信託銀行株式会社　
不動産コンサルティング部
専門部長／不動産鑑定士

1948年秋田県出身。高校卒業後上京し
就職。法政大学卒業。26歳の時「人生を
政治にかけよう」と志を立てる。代議士
秘書、横浜市議を経て、平成8年衆議院
選挙で国政に。以後7期連続小選挙区当
選。元総務大臣、大臣当時にふるさと
納税を創設。
著書『政治家の覚悟 官僚を動かせ』

1984年京都大学法学部卒業、同年入社。
主に不動産部門を経て、不動産管理部
長、不動産信託部長、不動産コンサル
ティング部長を歴任、2012年から現職。
不動産に関連する様々な情報・データ
収集により、不動産投資マーケットや
売買マーケットの調査分析研究を担当。
著書『不動産マーケットはこうして勝ち
抜く』（共著）ほか多数。

ついて、金融緩和が続くなかで、価
格は横ばい基調、「好調と調整局面
の中間くらい」で推移していく、と
の見解を示しました。一方で、とく
に新築分譲マンションについては、
売れ行きが悪化し価格が軟調となる
なかで、供給は抑制されていくとの
見方を示しました。中古マンション
については、新築との相対感で当面
は、取引は増え、価格は上昇すると
し、新築と中古の価格差が縮まるだ
ろうと語りました。
　一方で、日本の不動産マーケット
に影響を与える最大のリスク要因は、
海外での想定外の出来事だと指摘。
米国の動向や、選挙が重なるヨーロ
ッパなどで想定外の動きが出てくるな
どの要因で、不動産市場がクラッシ
ュするリスクもあり得ると語りました。
　二部構成の講演を終え、三本皓三
全日・保証副理事長の閉会の辞をも
って、創立記念講演は終了しました。

基調講演に菅義偉内閣官房長官、
記念講演に山崎暢之氏
［日　時］ 平成29年1月17日（火）  15：00～16：15
［場　所］ ホテルニューオータニ「鳳凰の間」

第二部　創立記念講演
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　創立記念講演終了後、全日・保証・
東京都本部合同の新年賀詞交歓会が
行われました。秋山始全日・保証専
務理事による開会の辞に続き、原嶋
和利理事長が「不動産取引は年々、
より高度かつ専門化しています。わ
れわれも、不動産取引の専門家とし
て、知識や技能をさらに高めていか
なければなりません。平成29年、
本会は、空き家問題を含む既存住宅
流通市場活性化への対応など、不動
産業界が取り組むべき諸課題に積極
的に取り組んでいき、念願の正会員
3万社に一日も早く到達できるよう
努めていきます」と挨拶しました。
　続いて、大野泰正国土交通大臣政

務官をはじめ、野田聖子全日本不動
産政策推進議員連盟会長、川井重勇
東京都議会議長、鶴保庸介内閣府特
命担当大臣、山口那津男公明党代表

［日　時］ 平成29年1月17日（火）  17：00～19：00
［場　所］ ホテルニューオータニ「芙蓉の間」

から祝辞をいただきました。その後、
伊藤博全国宅地建物取引業協会連合
会会長による乾杯の音頭で祝宴が始
まりました。
　一同が懇談する中、小池百合子東
京都知事も駆けつけて祝辞をいただ
き、会場は盛り上がりをみせました。
最後に中村裕昌保証副理事長の閉会
の辞をもって、合同懇親会は盛会裏
に終わりました。

秋山始全日・保証専務理事

大野泰正国土交通大臣政務官 野田聖子全日本不動産政策推進
議員連盟会長

伊藤博全宅連会長（左）による乾杯

原嶋和利全日・保証理事長

中村裕昌保証副理事長小池百合子東京都知事

川井重勇東京都議会議長 鶴保庸介内閣府特命担当大臣 山口那津男公明党代表

平成29年新年賀詞交歓会を開催

新年賀詞交歓会
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FOCUS▶▶▶

　平成29年度の税制改正大綱が昨年12月に閣議決定されました。不動産業にとって重要な
登録免許税の軽減措置の延長などが認められました。住宅・不動産関連の主な改正内容の
概要について見ていきましょう。

平成29年度税制改正大綱、
住宅・不動産関連の主な改正概要
～期限切れの特例措置の延長認められる～

  延長

1�住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減
措置を2020（平成32）年3月末まで3年間延長
登録免許税

所有権の保存登記：本則0.4％➡特例0.15％
所有権の移転登記：本則2.0％➡特例0.3％
抵当権の設定登記：本則0.4%➡特例0.1％

2�土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置を2019
（平成31）年3月末まで2年間延長
登録免許税

所有権の移転登記：本則2％➡特例1.5%

3�宅地建物取引業者（買取再販事業者）の不動産取得に係る不動
産取得税の軽減措置を2019（平成31）年3月末まで2年間延長

築年月日 控除額
平成 9年4月1日～ 1200万円
平成元年4月1日～平成 9年 3月31日 1000万円
昭和60年7月1日～平成元年 3月31日 450万円
昭和56年7月1日～昭和60年 6月30日 420万円
昭和51年1月1日～昭和56年 6月30日 350万円
昭和48年1月1日～昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日～昭和47年12月31日 150万円
昭和29年1月1日～昭和38年12月31日 100万円

不動産取得税

不動産取得税の軽減措置とは…
　宅地建物取引業者（買取再販事業者）が中古住宅を取得し、住宅性能の
一定の向上を図るための改修工事を行った後、個人の自己居住用住宅と
して譲渡する場合、当該住宅の築年月日に応じて不動産取得税の課税標
準から右の額を控除するもの

4�長期保有土地等の事業用資産の買換えなどにおける課税の特例措置を2020（平成32）年
3月末まで3年間延長
法人税 所得税

譲渡価格 譲渡資産 買換資産

譲渡益

取得費

取得価格

圧縮

簿価

80%

20%

国内にある300m2以上の土地※、
建物等（※資材置場等は除く）

10年超の土地、建物等

譲渡 取得

課税

課税繰延

（出典：国土交通省）

特定の事業用資産の買換え特例（いわゆる9号特例）とは…
　個人や法人が長期保有（10年以上）する土地などの特定資産を売却し、国内の同資産に買い換えた場合に、
土地等の売却益80％の課税（法人税・所得税）を繰り延べることができる制度
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  拡充

＊ 記事内容は、平成29年度税制改正大綱に基づくものであり、現段階では改正案となります。税制関連法案は、例年3月末頃に成立する見込みです。

5�優良住宅地造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率を
2019（平成31）年末まで3年間延長

住民税所得税

所得税：本則15％➡ 10%
個人住民税：本則5％➡ 4％

優良住宅地造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率とは…
　優良建築物の建築や公共施設整備を伴う宅地造成事業や都市計画法の開発許可もしく
は都道府県知事の優良宅地認定を受けた住宅地の造成事業のために土地等を譲渡した場
合の譲渡益の2,000万円以下の部分に対して右の軽減税率を適用するもの（2,000万円以上
の部分については本則20％）

6�土地譲渡益重課制度の停止を2020（平成32）年3月末まで
　3年間延長

法人税所得税 個人住民税 法人住民税

■既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
所得税 固定資産税

既存住宅の長期優良住宅の認定を受けるための主な認定基準
（出典：国土交通省）

これまでリフォーム減税の対象となっていた耐震改修・省エネ改修に
加えて、耐久性向上改修についても減税の対象とします（適用期限は
2021年末まで）。

　耐久性向上改修工事を行って、既存住宅の長期優良住宅の認定を
受けられた場合には、以下の特例措置を受けられます。なお、長期
優良住宅の認定を受けるには、①耐震性の確保、②省エネルギー性
能の確保に係る工事に加えて、耐久性向上改修として③劣化対策、
④維持管理・更新の容易性の確保に係る工事が必要です。

所得税：　
・自己資金で工事を行った場合（投資型減税）
　 上記①、②、③、④の工事を行った場合に工事費等の10％を所得
税額から控除（最大50万円）

・ローンを利用して工事を行った場合（ローン型減税）
　 上記①、②、③、④の工事費のローン残高（上限250万円）の2％を

5年間にわたって所得税額から控除し、加えて、同工事以外の工事
費のローン残高（①、②、③、④の工事費と合わせて上限1,000万円）
の1％を5年間にわたって控除します（最大62.5万円、5年間合計）

固定資産税：
　 上記①、②、③、④の工事を行った家屋については工事翌年度の
固定資産税を2／3に減額（1年間）

土地譲渡益重課制度の停止とは…
　土地譲渡益に対して特別税率が
課される重課制度を停止している
こと（1998年より課税停止中）

土地譲渡益重課
法人重課 個人重課

短期（5年以下）の所有土地を譲渡した
場合には通常の法人税率　+10%

短期（5年以下）の所有土地の譲渡した場合に
は譲渡所得への39％課税（所得税30％、住民
税9％）、個人事業者は短期譲渡所得への52％
分離課税（所得税40％、住民税12％）

長期（5年超）の所有土地を譲渡した
場合には通常の法人税率　+5%
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政策
Watch
中央官庁の
政策動向を
概観する

国土交通省を
はじめとした
中央官庁の

政策動向のポイントを
概観します。

Policy Trend

　国土交通省は、外国人との円滑な不動産取引のために、事業者が
実務で参照できるマニュアルの作成と、外国人に向けた不動産関連
情報の発信などの取り組みを検討する。マニュアルは今年度内に作
成する。
　同省は、有識者や業界団体、民間企業などからなる「不動産取引に
おける国際対応の円滑化に関する検討会」をこのほど設置し、これま
でに蓄積された情報・経験・課題などを共有し、事業者が実務で参照
できるマニュアルの作成や、海外に向けた統一的・効果的な情報発信、
事業者の国際対応をさらに円滑にするための取り組みなどを検討す
る。マニュアルでは、外国人を含む売買取引や外国人が所有する物
件の管理、外国人の賃貸物件への入居などに分けて紹介する。取引
時の留意点やトラブル事例・判例、実務でよく使用する不動産用語の
参考英訳集など、外国人と取引する際に事前に把握しておくべき制
度や基礎的な情報を掲載する。民間企業のノウハウや、政府、業界
団体が作成した既存資料の紹介なども盛り込む。マニュアルはホー
ムページで公表するほか、業界団体を通じて事業者への周知を図る。
　このほか、民間企業の国内外の事例を用いて、日本の不動産業の
特徴や優位性を海外に発信する英語パンフレットを作成中で、今年
度中に公表する予定。

国交省、外国人との取引マニュアル作成   
◉ 検討会を設置、海外向けに情報発信も

　国土交通省は、良質な既存住宅の登録制度について具体的検討を
進める。「流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会」（「プ
レミアム既存住宅（仮称）」登録制度検討会）を設置し、論点整理を行
った。同制度は、政府の成長戦略「日本再興戦略2016」で今年度中
の開始を明記されている。
　制度の開始時はハードルを高めに設定するのではなく、市場や消
費者の評価を踏まえながら、定期的に要件を見直し、段階的に引き
上げて既存住宅の品質向上を目指す方針。対象は、戸建て住宅と共
同住宅の両方だが、戸建て住宅の方が流通促進へ向けた情報提供が
遅れていることから、戸建て住宅により力を入れる。共同住宅は共
用部も検討課題。品質の確保については、耐震性があることや不具
合がないこと、リフォームの実施などを挙げる。リフォームでは、
水廻りの新規交換や部分改修を想定。築年数やリフォーム後の経過
年数で区切る意見もあったが、一律に定義はできないとの指摘もあ
り、今後検討していく。品質の保証として、既存住宅売買瑕疵保険
との連動や、規模の大きい事業者による自社保証も検討する。また、
情報開示や広告については、売買仲介は買主が購入後にリフォーム
するケースが多く、買取再販とは広告方法も違うため、整理が必要。
　なお、同制度の呼称はこれまで、プレミアム既存住宅や安心Ｒ住
宅など、複数案検討されてきたが、同検討会で決める。

国交省、優良中古住宅制度を年度内開始へ
◉ 制度名称や品質確保など具体的に検討
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　政府が決定した来年度予算案によると、国土交通
省関係の予算総額は前年度並みの5兆7,946億円（一
般会計）となった。このうち、土地・建設関連は前
年度比0.99倍の168億4,100万円で、住宅関連は同
0.99倍の1,754億3,700万円。概算要求時に新規事
業で要望していた全国版空き家バンクの構築や新た
な住宅セーフティネット制度創設のほか、フラット
35子育て支援型の創設が認められた。
　国交省予算は、「被災地の復旧・復興」「国民の安
全・安心の確保」「生産性向上による成長力の強化」
「地域の活性化と豊かな暮らしの実現」の４分野に重
点化。土地・建設関連をみると、新規事業は、「全
国版空き家・空き地バンクの構築や空き家の流通促
進に取り組む団体への支援」に1億1,000万円、「ク

政府の来年度予算案、空き家対策など決定
◉ 住宅関連は前年度並みの1,754億円計上

ラウドファンディングを活用した遊休不動産ストッ
ク再生の推進」に2,300万円、「不動産情報基盤の整
備」に6,600万円を計上し、概算要求時の新規3事業
が認められた。住宅関連の新規事業は、「新たな住
宅セーフティネット制度創設」に約27億円、「空き
家所有者情報提供による空き家利活用推進事業の創
設」に3,800万円のほか、民間事業者グループが行
う大工技能者育成のための研修活動を支援する「地
域に根ざした木造住宅施工技術体制整備事業の創
設」に4億6,500万円を計上した。
　「フラット35子育て支援型」では、子育て支援に
積極的な地方自治体と住宅金融支援機構が連携し、
住宅ローン（フラット35）の金利を、当初5年間0.25

％引き下げる。

　観光庁は、健全な民泊サービスを普及させるため、
来年度の新規事業として、民泊の新たなルールに関
する相談窓口を設置し、広報にも力を入れる。今通
常国会での民泊新法制定を見越し、新たなルールに
基づく健全な民泊の普及を図る。民泊事業開始のた
めに必要な手続きの解説やＱ＆Ａなどを掲載したホ
ームページを作成する。
　事業参入を検討する事業者や民泊実施を検討する
個人、近隣住民などのクレームに対応する相談窓口
（ヘルプデスク）を設置し、民泊に関する相談や問い
合わせなどにワンストップできめ細かく対応する。
観光産業課内に「宿泊業活性化調整室」を設置し、生
産性の向上や経営者・後継者の人材育成など、宿泊
業の課題に一元的に取り組む。民泊での各省庁間の
連携・調整などの対応も行う。
　ビジネス関連の旅行であるMICEの誘致促進にも
力を入れる。政府は、関係府省横断的なMICE支援
の具体化に向けて、観光庁長官を議長とする「MICE

推進関係府省連絡会議」をこのほど設置した。関係府
省一丸で、MICEの受入れ環境整備や誘致拡大に取
り組む。今年6月頃までに「関係府省ＭＩＣＥ支援ア
クションプラン（仮称）」を策定し、2018年度予算要求
への反映を目指す。

観光庁、民泊新法を見越し
相談窓口設置へ  
◉ 広報強化、MICEの受入れ環境も整備 

　国土交通省は、改正宅地建物取引業法の施行に向
けて、売主と買主の同意がある場合を除き、取引の
仲介を行う宅建士と、建物状況調査（インスペクショ
ン）を行う建築士が同一人物や同一会社であることは
適当ではないとする方針を示した。
　社会資本整備審議会産業分科会不動産部会がこの
ほど行った改正宅建業法の施行に向けた意見の取り
まとめによると、インスペクションの実施者は、一
定の講習を修了した建築士とし、インスペクション
と仲介は別会社や別人物とする。また、仲介の顧客
囲い込みを防ぐ狙いで、購入希望者から買受申込書
など売買の希望が明確に示された文書による申込み
があった場合、媒介業者には媒介依頼者（売主）に対
し、購入希望が入ったことを遅延なく報告すること
を義務づける。
　このほか、インスペクション関連で、インスペク
ション実施者の検索システム構築を検討する。周知
徹底のため、インスペクションや既存住宅売買瑕疵
保険についてのパンフレット作成や改正法の内容に
係るＱ＆Ａも整備する。

国交省、インスペクションと
仲介は別会社で  
◉ 仲介の顧客囲い込みを防止
◉ 調査実施者の検索システム構築
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震度6弱以上が40時間で7回も発生

　2016年4月16日1時25分、 熊 本
県熊本地方を震源とする、マグニチ
ュード（M）7.3、観測最大震度7の
地震が発生しました。熊本地方では、
前々日の14日からM6クラスの大き
な地震が続いていましたが、16日1

時25分の地震が本震とされ、それ
以前の4月14日21時26分に発生し
た地震は前震とされました。
　今回の地震は、活断層による内陸
型の地震でした。活断層とは、これ
まで地震の震源としてくり返し活動
し、今後再び地震を起こす可能性の
ある地殻のずれのことを指します。
熊本地震の震源となったのは、日奈
久断層と布田川断層と呼ばれている
2つの断層です。前震、本震と区別
されていますが、それぞれの断層で
本震が短時間で2回あったといって
も過言ではないくらいの大きな地震
でした。
　一連の地震では、震度6以上の大
きな地震が約40時間以内に7回発生
したことになります（図1）。これに
よって、住宅の被害もより大きくな
ったのではないかと考えられます。
　とくに建物被害において、前震で
ダメージを受けていたところ、本震
が発生し倒壊してしまったという事
例が多かったようです。
　2016年10月21日 に 鳥 取 県 で
M6.6、最大観測震度6弱の地震が
発生しました。この鳥取地震と熊本
地震を比べると、揺れは同じくらい
のものでしたが、地表の変位量は大
きく異なっています。鳥取では約
7cmだったことに対し、熊本では
最大で2ｍ近く変位しています（図
2）。これが、建物に相当な影響を
与えた可能性があります。熊本では、
水平方向に約1ｍ、鉛直方向に約

熊本地震現地調査から見る
住宅被害とその対策①

ジャパンホームシールド株式会社
技術統括部 地盤技術研究所 所長
小尾 英彰 HIDEAKI Ono

AtoZ不動産業者のための
お役立ち知識

Disaster Prevention Basic Knowledge

防災基礎知識編

　少し知っておくだけでも日々の業務に役立つ豆知識。さまざまな分野の専門
家がそのヒントをシリーズでお伝えします。今回は、ジャパンホームシールド
株式会社の小尾英彰技術統括部地盤技術研究所所長に、現地調査から見る熊本
地震の住宅被害とその対策について解説してもらいます。

12 月 刊 不 動 産 February 2017



0.7ｍ、地盤が変位しました。今回
の地震は横ずれ断層ということで、
東西方向への強い揺れが発生し、そ
れに伴って、建物も東西方向への倒
壊が目立っていました。
　熊本地震の特徴をまとめると、
（1）短時間に最大震度7の強い揺れ
があった、（2）震度6弱以上が、40時
間以内に7回発生した、（3）東西方
向の大きな横揺れがあった、の3点
となります。この結果、建物の倒壊・
損傷、液状化、崖・擁壁の倒壊、盛
土の破壊などの大きな被害につなが
ったと考えられます。

断層の方向である 
東西方向への強い揺れ

　住宅の被害について、主な要因は、
建物に起因するもの、地盤に起因す
るもの、原因がよく分かっていない
ものの3つに分けることができます。
まず、建物に起因する被害から見て
いきましょう。

　今回の地震では、活断層に並行す
るように筋状に建物の被害が集中し
ていました。被害の大きかった益城
町では、ちょうど活断層とほぼ並行
する県道28号線の南側、ちょうど
高台から低地に向かうあたりの住宅
に建物被害が集中していました。
　熊本地震では、断層の方向である
東西方向への強い揺れでしたので、
建物も東西方向への倒壊が目立ちま
した。また、東西方向に移動した住
宅も確認されました。通常、大きな
ビルなどでは、杭は建物とつないで
基礎と一体化させるのですが、住宅
の杭は、杭の上にいわば「基礎を置
くだけ」なので、基礎と杭はつなが
っていないのが一般的です。基礎と
杭がつながっていたら、住宅の基礎
程度であれば、地震による強い揺れ
が直接、基礎や建物に伝わり、破損
してしまうおそれがあります。基礎
が大きく破損してしまうと、建替え

るしかありません。しかし、基礎と
杭がつながっていなかったことで、
建物が杭の上でずれ動いただけで、
基礎に損傷が生じていない事例もあ
りました。地震のことを考えると、
住宅の基礎は杭をつなげないという
のは１つの利点ではないかと感じま
した。
　その他の被害としては、築年数が
経過した耐震基準が低い建物の被害
も多く確認されました。また、屋根
荷重が大きな建物の被害が目立ち、
とくに、屋根の上部を切妻造りの形
式にし、その四方に庇屋根を付けた
入母屋屋根の損傷が多く確認されま
した。1階部分が駐車場や店舗など、
間仕切り壁がない建物に倒壊や傾斜
などの被害も見受けられました。建
物の外壁ラインの凹凸が多いなどの、
平面計画が複雑な建物にも被害が多
く見られました。

Disaster Prevention Basic Knowledge 

防災基礎知識編

発生日 発生時刻 震央地名 マグニチュード 最大震度
4月14日 21時26分 熊本県熊本地方 6.5 7

4月14日 22時07分 熊本県熊本地方 5.8 6弱
4月15日 0時03分 熊本県熊本地方 6.4 6強
4月16日 1時25分 熊本県熊本地方 7.3 7

4月16日 1時45分 熊本県熊本地方 5.9 6弱
4月16日 3時55分 熊本県阿蘇地方 5.8 6強
4月16日 9時48分 熊本県熊本地方 5.4 6弱

熊本地震 鳥取地震

気象庁マグニチュード 7.3 6.6

震源深さ（km） 12 10.6

発震機構 右横ずれ断層型 左横ずれ断層型

断層の方向 北西-南東 北北西-南南東

地表の移動量 220cm（踏査結果） 7cm（GNSS観測結果）

出典：気象庁「「平成28年（2016年）熊本地震」について（第42報）」 出典：ジャパンホームシールド株式会社

▲屋根荷重の大きな住宅の被害（撮影：不動産経済研究所）

▲1階開口部が大きな住宅の被害（撮影：不動産経済研究所）

図１　震度６弱以上の発生回数 図２　熊本地震と鳥取地震の比較
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下にたまっており、地下水が非常に
豊富な地域です。そこに前述した砂
が緩く堆積しており、地震によって
揺らされることで液状化が発生した
のです。
　熊本平野では、一般的に低地は農
地として利用されていて、高台の地
盤が良い場所に多くの住宅を建てて
います。しかし、この低地の中でも
自然堤防や砂州は周りの低地より若
干高くなっており地盤もそれほど軟
弱ではないので、ここは低地であっ
ても筋状に住宅地として利用されて
いたようです。住宅を支える地耐力
という面では、問題が無かったので
すが、液状化の条件である地下水と
緩い砂があったため、液状化被害が
集中的に発生してしまいました。
　また、農地として利用されていた
熊本平野の低地ですが、地下水が豊
富なため、昭和の初期までは水田に
排水のための水路を細かく配してい
ました。これを堀田といいます。し

かし現在では、堀田の水路は埋め戻
され、農地の区画を変え、大規模化
させています。その埋戻しの際に使
われた砂が液状化する条件を有して
しまい、その水路跡の液状化が確認
されました。こういった農地を転用
して宅地造成しているケースもあり、
そこでも、液状化の被害が確認され
ています。
　このように、今回の熊本地震によ
る液状化の被害は、自然に砂がたま
った場所と人工的に砂で埋めてしま
った場所の2つのパターンがありま
す。一方、有明海沿いの干拓地では
液状化の痕跡はあまり確認されませ
んでした。通常は海岸付近の砂を使
って埋め立てるので、干拓地は液状
化の危険性が高いのですが、この周
辺の干拓地砂は粘土分が多かったこ
とから液状化が少なかったのかもし
れません。
　砂州や自然堤防は、すべての場所
で液状化したかというと、実はそう

液状化による被害と 
擁壁などの崩壊が目立つ

　地盤に起因する被害は大きくわけ
て、液状化による被害、擁壁や崖地
の崩壊による被害、盛土破壊や地割
れ等による破壊の3種類があります。
このうち、熊本では、液状化による
被害と擁壁や崖地の崩壊による被害
が目立ちました。
　まず、液状化の被害についてです。
熊本平野では、多くの液状化発生の
痕跡が確認されました。とくに、海
流によって流されてきた砂が堆積す
る砂州や、河川の両側に自然に形成
された堤防状の小高い地形である自
然堤防など、砂が多く堆積する自然
地盤で液状化が集中的に発生してい
ました。
　液状化は、地下水とそれにつかっ
ている緩く堆積した砂があって、そ
こに地震の揺れが加わると発生しま
す。熊本は、阿蘇山で降った雨が地

不動産業者のためのお役立ち知識AtoZ

　国土交通省国土技術政策総合研究所及び国立研
究開発法人建築研究所において合同開催された「熊
本地震における建築物被害の原因分析を行う委員
会」の資料によると、新耐震基準導入以降に比べ、
旧耐震基準の木造住宅の被害率が明らかに大きいこ
とが分かっています。新耐震基準導入以降では、
2000年の接合部等の基準の明確化以降の木造住宅
の被害率が、それ以前と比べて小さかったことも分
かっています。
　益城町で、倒壊が確認された2000年以降の木造
住宅7棟のうち、3棟は接合部が不十分、1棟は敷地の
崩壊、基盤の傾斜等が、倒壊の要因になったとさ
れています。残る3棟は、被害要因が特定できてお
らず、局所的に大きな地震動が作用したことなど
が考えられています。

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

133（17.5％）133（17.5％）

214（28.2％）214（28.2％）

～1981年 5月
（759棟）

無被害軽微・小破・中破大破倒壊・崩壊

1981年 6月～
2000年 5月
（877棟）

2000年 6月～
（319棟）

木造全体
（1955棟）

76（8.7％）76（8.7％）
7（2.2％）7（2.2％）

297（15.2％）297（15.2％）
85（9.7％）85（9.7％）

373（49.1％）373（49.1％）

39（5.1％）39（5.1％）

537（61.2％）537（61.2％）

179（20.4％）179（20.4％）

12（3.8％）12（3.8％）

104（32.6％）104（32.6％）

196（61.4％）196（61.4％）

230（11.8％）230（11.8％）

1014（51.9％）1014（51.9％）

414（21.2％）414（21.2％）

※被害状況等の調査結果については建築学会において現在調査中であり、ここに示す数値は
暫定的なものである。
（9月 8日時点のデータ）

出典：「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」第1回配布資料

木造家屋の被害
（一社）日本建築学会による調査結果による木造住宅の建築時期別の被害状況

column
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でもありません。自然堤防という同
じ地形条件でも、液状化した場所と
しなかった場所がありました。地盤
調査を行ってみると、緩い地盤と固
く締まった地盤があり、平面的には
同一の地盤でも地下の地盤構造に違
いがあり、液状化の発生に影響を与
えたことも分かりました。地形だけ
では分からないということは、最終
的には、地盤調査をしてみないと正
確には分かりません。
　

液状化に関する情報は 
基礎的なことでも顧客に提供を

　私たちは、液状化に関する情報は
顧客に提供すべきだと考えています。
最近は、液状化の危険度マップが、
各自治体などでも作成され、インタ
ーネット上で簡単に閲覧することが
できます。誰でも調べようと思えば、
調べることができるわけです。そう
したことを踏まえ、不動産の仲介に
おいても、最低限プロの立場として、
危険度はどのくらいあるのかなどの
情報くらいは伝えた方がよいと思い
ます。ネガティブな情報ではありま
すが、この情報を伝えていなければ、
いざ液状化の被害が起きた際に「な
ぜ伝えてくれなかったのか」とトラ
ブルになる可能性もあります。繰り
返しになりますが、これは調べても
どうしても分かり得ない情報ではな
く、簡単に調べられる情報なのです。

　ただ、自治体等で発表している液
状化ハザードマップは精度としては
高くないのも事実です。熊本市でも
液状化ハザードマップを公開してい
ましたが、危険が高いエリアがすべ
て液状化したかというとそのような
ことはなく、特定の箇所で液状化し
ていました。また、液状化の可能性
が「かなり低い」とされていたエリア
でも液状化は起こっていました。あ
くまで参考程度です。
　しかし、ハザードマップなどの基
礎的な情報の提供は、液状化が実際
に発生した時には法的な問題となる
可能性もあることから、プロとして
リスクヘッジしておく必要があると
思います。
　まずは情報提供が最も重要です。
ハザードマップは参考程度に見ても
らって、より詳しく知りたいとなる
と、個別の地盤調査を行う必要があ

ります。もちろん、ど
こまでやるかは、顧客
の判断だと思います。
　液状化の調査として
は、簡易的なものであ
れば、通常の住宅建築
の際に行う調査とセッ
トで行うことができ、調
査時間は2～3時間、結
果も1～2日で出すこと
ができます。費用も、
地盤保証付きで、9万
5,000円程度で行えます。
　もし調査によって液状
化の危険性があるとの判
定がでた場合は、どうす
ればよいのでしょうか。
現在は、液状化しない
層まで杭を打つ、地盤
を人工的に締め固めて
しまうなどの、戸建て住
宅用の液状化対策を行

うことはできます。しかし、まだ費
用は高額です。財力に余裕があって
心配な方は、そうした方法を利用す
ればよいと思いますが、起こるかど
うか分からない地震に対して、そこ
までする必要はないと考える顧客に
は、地震保険という選択肢を勧める
のはどうでしょうか。問題は、どう
いった対策を行うかというよりも、
液状化のリスクを的確に伝えて、顧
客がどう判断するのかを、プロとし
てサポートしていくことだと思いま
す。コストをかければ技術的な対策
はできるけれども、費用対効果を判
断するのは顧客の考え方だと思いま
す。現実的には、既存住宅で液状化
対策を行うという顧客はまだ少ない
と思います。ただ、そうであればこそ、
事前にきちんと情報を提供すること
が重要です（次号へ続く）。

Disaster Prevention Basic Knowledge 

防災基礎知識編

道路に入った亀裂（撮影：不動産経済研究所）

熊本市が公開している液状化ハザードマップ
出典：熊本市ホームページ
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瑕疵担保責任

　売買契約の目的物に瑕疵（欠陥）
があり、買主がその瑕疵を知らな
いときには、売主は買主の損害を
賠償しなければなりません（民法
第570条、第566条第1項）。この
責任が瑕疵担保責任です。法律上、
瑕疵のある物を買った場合であっ
ても売買代金は支払わなくてはい
けないことから、売主と買主の衡
平を図るべく、瑕疵による損害を
売主負担としたものです。
　瑕疵とは、物が通常有するべき
性質、性能を備えていないことを
いいます。当事者の合意および契
約の趣旨その他の契約締結当時の
事情に照らし、当事者間において
予定されていた目的物の品質・性
能を欠く場合に認められます（最
判平成22.6.1）。

土地売買後に発見された土壌
汚染をめぐる裁判例

●事案の概要
　研究施設として使用されていた
土地を、大手製紙会社Ｘが一般競
争入札により買い受けたところ、
土壌汚染対策法の定める規制基準
値を上回る特定有害物質が検出さ
れたために、売主の独立行政法人
Ｙに対して、損害賠償を請求し、
請求が裁判所で認められたケース
が、東京地判平成27.8.7です。
　ＸＹの売買は、契約前に売主Ｙ
による土壌汚染の調査が行われ、
ある程度の土壌汚染があることが
前提になっていました。しかし、
買主Ｘが引渡し後に調査をしたと
ころ、契約で前提として想定され
ていた程度を越えた汚染（トリク
ロロエチレン、水銀、鉛による汚
染）のあることが判明しました。
いずれも、土壌汚染対策法に定め
られた基準を超過した特定有害物

質にあたります。
　加えて、この売買では、利用の
方法からみて土壌汚染により人の
健康に係る被害が生ずるおそれが
ない旨の市長による確認を受け
（土壌汚染対策法第3条第1項ただ
し書き）、その結果、買主Ｘは同
項本文の定める土壌汚染状況調査
の義務が免除されている（したが
って、現状のままであれば、特段
の土壌汚染対策工事を行わなくて
も、土地を使用できる）、という
事情がありました。
●売主が責任を負う瑕疵の範囲
　判決では、まず、売主Ｙが責任
を負う瑕疵の範囲について、『本
件契約の当事者間においては、本
件契約の締結当時Ｘにおいて認識
し若しくは認識し得た事情から予
見可能な程度の汚染又は工場用地
等としての利用に当たり支障を生
じない汚染については、それらが
存在しないことが、本件土地の品
質として予定されていたとは認め

渡辺 晋　●山下・渡辺法律事務所　弁護士

土壌汚染と瑕疵担保責任
不動産お役立ちQ&A

当社が購入した工場用地を引渡し後に調査したところ、売買のときに想定していなかった
汚染がみつかりました。現在の状況のまま使用する限りでは、調査や汚染対策工事の義務
はありませんが、将来は汚染の調査と対策工事が避けられません。売主に対して損害賠償
請求をすることができるでしょうか。

法律相談
Vol.012

Question

Answer
将来的に法律上調査および対策工事が避けられない以上は、売主に対して、
損害賠償請求をすることができます。
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られない。他方、同事情から予見
できない程度の汚染であり、かつ、
工場用地等としての利用に支障を
生じさせる汚染については、本件
契約の当事者間において、これが
存在しないことが予定されていた
ものと認められる。したがって、
土壌汚染の濃度や分布状況等に照
らし、上記事情から予見できない
程度の汚染であり、かつ、工場用
地等としての利用に支障を生じさ
せる汚染は、本件不動産の隠れた
瑕疵に該当するというべきであ
る』として、引渡し後の調査によ
り判明した水銀、トリクロロエチ
レン、鉛による汚染が、隠れた瑕
疵に該当するとしました。
　また、現状のままであれば、買
主Ｘにおいて土壌汚染状況調査の
義務が免除され、土壌汚染対策工
事を行わずに土地の利用が可能な
点については、『工場用地等とし
ての利用の範囲内において、将来

の利用方法の変更（土壌汚染対策
法第3条第4項、第5項）又は土地
の形質の変更（同法第4条）等がな
されることによって、法律上調査
及び対策の義務を負うこととなる
可能性は避けられないというべき
であるから、そのことのみを理由
に、上記認定判断が左右されるも
のではない』として、これが瑕疵
担保責任を否定する理由にはなら
ないとしています。
●損害額の認定
　裁判所は、損害賠償の額につい
て、『本件土地
の現状を維持す
る限り、本件土
地に存する汚染
物質を除去する
法令上の義務を
負うものではな
く、同土地の利
用の方法の変更
により、土壌の

特定有害物質による汚染により人
の健康に係る被害が生ずるおそれ
がないと認められなくなった場合
や（同法第3条第4項、第5項）、同
土地について土地の形質の変更を
行い、県知事から調査を命ぜられ
た場合（同法第4条）において、は
じめて、当該汚染物質について対
策を講じる義務が生じうるにとど
まる』として、水銀、トリクロロ
エチレン、鉛による土壌汚染を掘
削除去する場合の費用合計の50

％を損害として認定しました。

山下・渡辺法律事務所　弁護士
渡辺 晋 WATANABE Susumu

ポイント

1980年一橋大学卒業、三菱地所入社。1989年司法試験合格。
1990年に三菱地所退社。1992年弁護士登録（第一東京弁護士
会所属）。日本大学理工学部まちづくり工学科非常勤講師。
近著に『最新マンション標準管理規約の解説』（2016年5月、
住宅新報社）など多数。

＊偶数月は「法律相談」「賃貸相談」、奇数月は「税務相談」「賃貸管理ビジネス」になります。

● 売買において、当事者の合意および契約の趣旨
その他の契約締結当時の事情に照らし、当事者
間において予定されていた目的物の品質・性能
を欠く場合に、瑕疵が肯定されます。
● 法令上、土壌汚染調査の義務を負わず、現状の
ままで土地の利用が可能だとしても、将来、利
用方法の変更や土地の形質の変更等がなされる

ことがありうる以上は、そのことによって土壌
汚染による土地の瑕疵が否定されるわけではあ
りません。
● もっとも、将来の利用方法の変更や土地の形状の
変更等の場合に、汚染物質について対策を講じる
義務が生じうるという事情がある場合には、損害
額の算定にあたって、この事情が考慮されます。

図表　土壌汚染状況調査

有害物質使用特定施設の
敷地の使用廃止時 土壌汚染状況

調査の義務 
（土対法第3条第1項本文）

県知事の確認により、
調査義務は免除（土
対法第3条第1項ただ
し書き）

調査の結果、基準不適合
であれば、要措置区域の
指定がなされる場合（土
対法第6条第1項）など

都道府県知事から通知が
あったとき

172017.02 月 刊 不 動 産



税
務
相
談

賃
貸
管
理
ビ
ジ
ネ
ス

賃
貸
相
談

法
律
相
談

賃貸管理ビジネス賃貸管理ビジネス

賃借人の賃貸人に対する債務

　賃借人が建物賃貸借契約におい
て負担する義務は、賃料の支払義
務だけではありません。最近の建
物賃貸借契約では、騒音、悪臭等
の他人に迷惑を及ぼす行為を禁止
する特約を定める例も多くなって
います。このような特約がある場
合は、賃借人の行為が、この特約
に違反して債務不履行となるかを
検討することになります。
　仮に、賃貸借契約に迷惑行為禁
止の特約がなかったとしても、民
法第616条は、「借主は、契約又
はその目的物の性質によって定ま
った用法に従い、その物の使用及
び収益をしなければならない。」と
する使用貸借に関する民法第594

条第1項を準用しています。また、

「借主は、契約に定めた時期に、
借用物の返還をしなければならな
い。」とする使用貸借に関する民法
第597条第1項の規定も準用され
ます。
　その結果、賃借人は特定物（賃
借建物）の引渡義務を負いますの
で、民法第400条により、善良な
管理者としての注意をもって、そ
の物を保管しなければならない善
管注意義務を負っています。従っ
て、賃借人は迷惑行為禁止特約が
ある場合は同特約違反として、特
約がない場合には、建物賃貸借契
約という契約の性質及び賃借人の
善管注意義務から、他人に迷惑を
及ぼす行為をしてはならないとい
う債務を負っているものと考えら
れます。

賃借人の迷惑行為と 
債務不履行の成否

　賃借人の迷惑行為が騒音の発生
等である場合、それが直ちに賃借
人の前記の債務不履行と判断でき
るかについては慎重な検討を要し
ます。なぜなら、騒音といっても
その状況は多様であり、それを不
快と感じるか否かについても個人
差があり得るからです。
　そこで、最も問題となるのは、
騒音の程度です。騒音の程度が、
日常的な生活音の範囲を超えて、
受忍限度を超えていると判断され
る場合には、賃借人の義務違反で
あると判断されることになります。
受忍限度を超えたか否かの判断の
要素として、騒音規制法による規
制値を超えているか否かという点
も重要な資料になります。

江口 正夫　●海谷・江口・池田法律事務所　弁護士

迷惑借家人への対処と
賃貸人の責任

不動産お役立ちQ&A

アパートの入居者の方々から、１階のＡ氏が夜中に大音量で音楽を聴いており迷惑だとの苦情が
何件もありました。賃貸人としての責任を果たすうえで、迷惑借家人（賃借人）に対してどのよう
にすべきなのでしょうか。

Question

賃貸相談
Vol.012

Answer

賃借人は、契約等に定められた用法に従った使用収益をする義務を負ってお
り、騒音の発生等、他の居住者に迷惑をかけないように貸室を使用する義務
を負います。騒音の程度が、通常の生活音のレベルを超えて受忍限度を超え、
改善を求めても、これに応じない場合には賃貸借契約の解除も可能となる場
合があります。
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賃借人の迷惑行為と 
契約解除の可否

　賃借人の行為が債務不履行に該
当する程度のものだったとしても、
賃貸借契約のような継続的な契約
関係を解除するには当該債務不履
行が当事者間の信頼関係を破壊す
るに足りるものであることが必要
とされています。この点からいえ
ば、賃貸人が再三にわたって騒音
の発生を止めるように注意を促し、
あるいは騒音を発生させる行為の
停止を求めたにもかかわらず、賃
借人が賃貸人の注意や請求を無視
して、その後も騒音を発生させ続
けたか否かという事情は信頼関係
が破壊されているかを判断するう
えでの重要な要素として考慮され
ています。賃借人が賃貸人の注意
や請求を無視して、その後も騒音
を発生させ続けたというケースで
は賃貸借契約の解除も可能な場合

があります。

賃借人の迷惑行為と 
賃貸人の責任

　賃借人が他の居室の賃借人に騒
音の発生等の迷惑行為を行ってい
る場合には、それが当該賃借人の
問題であることは確かですが、だ
からといって、賃貸人が何もしな
くてもよいということにはなりま
せん。賃貸人は賃借人に対し、賃
貸建物を使用収益させる義務を負
っています。この義務は賃貸建物

を平穏に使用収益できる状態にし
て提供する義務を含んでいます。
従って、一部の賃借人の迷惑行為
を放置することは、賃貸人の使用
収益させる義務の不履行と判断さ
れる余地もあります。賃貸人とし
ては、問題のある行為を行った賃
借人に対し、適宜、騒音の発生を
止めるように注意を促し、あるい
は騒音を発生させる行為の停止を
求め、賃借人がこれに応じない場
合は契約の解除も視野に入れて行
動することが必要とされます。

海谷・江口・池田法律事務所　弁護士
江口 正夫 EGUCHI Masao

1952年広島県生まれ。東京大学法学部卒業。弁護士（東
京弁護士会所属）。不動産流通促進協議会講師、東京商
工会議所講師等を歴任。公益財団法人日本賃貸住宅管
理協会理事。著書に『不動産賃貸管理業のコンプライア
ンス』（2009年８月、にじゅういち出版）など多数。

ポイント

●  賃借人の債務は賃料支払義務に限られず、契約
等に定められた目的物の使用収益を行う義務
があります。
●  賃借人による騒音の発生は、日常生活音を超え、
受忍限度を超えたと判断される場合には違法
であり債務不履行と考えられます。
●  賃貸借契約の債務不履行を理由とする解除は、

その債務の不履行が当事者間の信頼関係を破
壊する程度に達していることが必要です。
●  賃貸人の賃借人に対する再三の騒音発生停止の
注意や要求を無視して騒音を発生し続けた場
合には信頼関係の破壊が認められる可能性が
高くなります。

＊偶数月は「法律相談」「賃貸相談」、奇数月は「税務相談」「賃貸管理ビジネス」になります。

賃借人 ・賃料の支払義務（民法第601条）   
 ・ 契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収

益をする義務（民法第616条）   
 ・ 契約に定めた時期に、借用物（賃借建物）の返還をする義務（民法第597条第1項）
 ・ 善良な管理者としての注意をもって、特定物（賃借建物）を保管する善管注意義

務（民法第400条）   
    
賃貸人 ・賃貸建物を使用収益させる義務（民法第601条）    
　　　　　　➡賃貸建物を平穏に使用収益できる状態にして提供する義務

賃貸借契約における賃借人・賃貸人が負担する義務
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「主任者」から「士」となり難化傾向にある宅地建物取引士資格
試験。今年秋の試験に向け、渋谷会の佐伯竜氏にポイントを
解説してもらいます。なお、本講義を収録した動画を
YouTubeで公開していますので、あわせてご利用ください。

You Tube公開動画付き誌上講座

宅建出題点精講

宅地建物取引士試験解説

協力：宅建合格塾（運営・不動産英語塾toCodaLLC.）

渋谷会合同会社代表社員社長

佐伯 竜  SAEKI Ryu

早稲田大学卒業。2006年LEC東京リーガルマインド
にて宅建講師を始める。100人超の大教室を満員締
切にする人気講師として活躍。収録講座も多数制
作し、通信講座でも定評。その講義力を買われ、
資格予備校、大学、企業研修、省庁研修など、さ
まざまな場所で講義を行い、年間800時間以上の講
義をこなす。2012年独立し、渋谷会を設立。現在、
YouTube「渋谷会 宅建ミニ講義(https://wwwyoutu 
be.com/channel/UCDSNXIlQy6jGhcsypp3T-3w)」に
て、日々全国の宅建受講生に向けて講義動画を配
信している。

2017年

宅建試験
合格対策

CHECK
動画で

宅地建物取引士資格試験の受験手続
　例年、宅建試験は10月の第3日曜日の13:00～15:00に実
施されています（登録講習修了者は13:10～15:00）。全50問
（登録講習修了者は45問）、すべて四肢択一式による筆記試
験（マークシート）で行われます。合格発表は、原則として、
12月の第1水曜日又は11月の最終水曜日に、都道府県ごと
に発表されています。なお、願書の配布・受付は原則７月
1日～7月31日に行われます（2016年は7月1日～8月1日）。
　受験資格については、年齢、性別、学歴等の制約はなく、
誰でも受験できます。ただし、合格後に資格登録をするに
あたっては、一定の条件（宅建業法第18条）があります。登
録の欠格事由に該当する者は、宅建士登録をすることはで
きません。
なお、正式な受験要綱は、原則として、毎年6月の第1金曜
日に、次の方法により発表されます。
1　官報への掲載
2　 一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへ
の掲載

　6月になりましたら各自で必ず受験要綱を確認し、７月
中に受験手続を行ってください。

試験の基準及び内容
　宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうか
を判定することに基準が置かれています。（宅建業法施行
規則第7条）
　試験の内容は、おおむね次のとおりです。（同第8条）
● 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構
造及び種別に関すること。➡土地・建物
● 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法
令に関すること。➡権利関係
●土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
➡法令上の制限
●宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
　➡税法

YouTubeチャンネル　渋谷会 宅建ミニ講義
月刊不動産2月号 誌上講座　【宅建出題点精講】　第11講　「宅建試験ガイダンス」【#135】
宅建動画の渋谷会　https://youtu.be/sdaS6vupbUM

第11講　宅建試験ガイダンス

● 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
➡住宅金融支援機構法、景品表示法、統計
● 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
　➡不動産鑑定評価基準、地価公示法
● 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
　➡宅建業法
　なお、平成29年4月1日施行までの法令が試験範囲となり
ます。

難易度は？　一般受験者の合格率をみる
　宅建試験の受験ガイドなどでは、登録講習修了者と一般
受験者を合わせた全体の合格率が、通常使われています。
しかしながら、その両者を兼ね備えた者は当然存在しませ
んので、全体の数値をみることにはあまり意味がありませ
ん。そこで、ここでは一般受験者の合格率を示しておきます。

　ここからわかることは、100人受験して14人ないしは15人
しか合格できないということです。7人にひとりしか合格で
きませんので、通常思われているよりもしっかりとした学
習が必要です。
　なお、登録講習修了者の場合、ここ10年間の合格率は19
％～27％とバラツキがあり、あまり参考にできません。一
般受験者よりも3点前後アドバンテージがあると考えてお
けばよいでしょう。

平成19年度　15.2%

平成20年度　14.8%

平成21年度　15.9%

平成22年度　14.2%

平成23年度　15.4%

平成24年度　15.4%

平成25年度　13.9%

平成26年度　15.6%

平成27年度　14.1%

平成28年度　14.1%

一般受験者　合格率
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Let's start English conversation on real estate topics!

今回も前回に引き続いて、ホストとゲストのやり取りです。ゲストから
連絡があり、日本に到着後に観光や食事をしてからチェックインをする
ため、かなり遅く到着する予定とのことです。こちらが不在でも対処可
能なように案内します。

［不動産管理の英語⑩］

・一般財団法人自治体国際化協会は、多言語生活情報として、住まいや引っ越しだけ
でなく、在留資格から医療、年金、税金等まで幅広い情報を約14ヶ国語で情報を提供
しており、外国人の方への総合的なアドバイスに役立ちます。
・公益財団法人日本国際教育支援協会は、留学生住宅総合保障制度として、留学生の
入居に際し、保証人を探す負担を軽減し、円滑な入居を支援することを目的とした制
度の運営を行っています。

第 　 回

不動産管理の
英語⑩

外国人が部屋を借りる、外国人に部屋を貸す時の便利情報

月刊不動産　不動産  in English

［今月のKey words & Key phrase］

［解 説］

［主な登場人物］

　海外からのフライトは遅れるケ
ースも多く、また特に関東圏など
では空港から主要エリアまでは、
出国手続きや軽い食事、買い物等
で当初の想定よりも時間がかかる
ため、ゲストの到着時間が読みに
くい場合が多いです。常にフロン
トにスタッフが滞在できる場合は
よいですが、不測の事態に備え、
キーボックス等を使い、カギを渡
せるようにしておくと行き違いに
よるトラブル等を回避できます
（対面による本人確認も必要です）。
　外国人が日本の住居に入る時に
気をつけたいのが、靴を脱ぐこと
です。「靴を脱ぐ」は「remove」や
「take off」という動詞を使い、
「Please take off your shoes」な
どと言います。

Unfortunately～ 　　

▲

申し訳ありませんが～です

be absent　　　　　 

▲

不在で、留守で

residential neighborhood  

▲

住宅街

23

水沢由貴
総合不動産会社
「XYZ不動産」に
勤務する。

青木 健
由貴の上司。海
外支店勤務経験
あり。

［企画・執筆］
　国際不動産カレッジ＆丸の内不動産英語塾
　（運営：toCoda LLC.）　
　〒106-0045 東京都港区麻布十番1-5-10アトラスビル
　TEL：03-6869-8788 FAX：050-3383-1391
　［URL］http://www.grec.jp
　［mail］desk@grec.jp 

［英語監修］
　Zoe Ward（Japan Property Central K.K.）
　http://japanpropertycentral.com/

東京に着いたら、何カ所か見物し、夕食を食べたい。その後でシェ
アハウスに向かいます。
When I arrive in Tokyo, I want to visit some places and 
have dinner. After that, I will go to the share house.

Ken
（ゲスト）

申し訳ありませんが、あなたの到着時には私とマネージャーは不在ですので、
玄関の窓の近くにあるキーボックスからカギを取ってください。開錠の番号は

「9876」です。

Unfortunately, our manager and I will be absent when you 
arrive, so please find the room key in the key box located 
near the window by the entrance. The code is [9876].

Yuki
（ホスト）

玄関で靴を脱いで家に入ってください。お部屋は2階の奥となります。シャワ
ールームは1階です。周辺は比較的閑静な住宅街ですので、夜11時以降
は静かにお過ごしください。

Please remove your shoes at the entrance before entering 
the house. Your room is located on the second floor at the 
back. The shower room is located on the first floor. As the 
area is a relatively quiet residential neighborhood, please 
do not make noise after 11pm. 

Yuki
（ホスト）

到着されたら、私の携帯電話にお電話ください。すぐに参ります。

When you arrive, please call my mobile phone. I'll be 
there soon.Yuki

（ホスト）
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公正・安全な不動産取引を実現するため
にコンプライアンスを重視しています

地方本部長に聞く
GENERAL Manager Interview

京阪への通勤圏で 
人口増の湖南地域

　滋賀県は県面積の約６分の１を占
める広大な琵琶湖が県の真ん中に位
置しているため、大まかに湖南、湖
東、湖北、湖西に区分されています。
湖南地域は、大津市や草津市といっ
た人口の多い地域で、湖東は近江八
幡市や彦根城のある彦根市などがあ
ります。湖西地域は鯖街道が通り京
都との繋がりがある高島市があり、
湖北地域は福井県に近い長浜市や米
原市があります。
　県全体で人口増が続いています
が、特に湖南地方の大津市や草津市
は、京都には電車で30分以内、大
阪も1時間以内と通勤圏内のため、
マイホーム需要が堅調です。
　また、湖東地域は名神高速が中
京・京阪神の消費地域へのアクセス
を良好にしており、淡水も豊富なた
め、電機や素材メーカーの主要工場
が多く立地しています。そのため、
湖南や湖東地方では戸建て分譲住宅
の人気が高いままです。
　大津市の北部においても京都駅ま
で10分と近い大津京駅の周辺では、
高層マンションの需要が堅調です。
　ただし、近年は、草津市からは大
学の一部が移転し、地場の賃貸住宅
経営にはリスクが散見されるように
なっています。また、大津市にも交
通不便な地域などでは空き家が発生
しているようです。

日本一の淡水湖・琵琶湖の 
滋賀県

　滋賀県は日本一の淡水湖・琵琶湖
が有名です。琵琶湖は、淡水湖では
日本で唯一の有人島のある湖でもあ
ります。琵琶湖は滋賀県の特産であ
る「鮒寿し」をつくるニゴロブナが獲
れるほか、セタシジミ（瀬田蜆）や、
小鮎が有名です。近年は外来種のブ
ラックバスやブルーギルが在来魚を
圧迫していることが問題になってお
り、その対策に苦慮しています。ブ
ラックバスは食用にもなる魚ですか
ら、ブラックバスを使ったフィッシ
ュフライバーガーなどがあります。
　滋賀県は、7～8世紀に大津市や甲
賀市に都（近江大津宮や紫香楽宮な
ど）が置かれたこともあり、歴史が
古い県です。大津市には紫式部が源
氏物語の着想を得たと言われる石山
寺もあります。世界遺産の一部・比
叡山延暦寺の根本中堂、京都への交
通の要衝である瀬田の唐橋も有名で
すね。

 

中川 俊寛氏

滋賀県本部 本部長

消費者保護を意識し、 
公正・安全な不動産取引を 

実現するために

　現在の会員数は約260社。会員社
数は概ね横這いで推移しています。
　人口増が続く滋賀県では宅地開発
の需要が堅調ですが、平地が限られ
た大津市旧市街地では崖地を削り過
ぎるという無理な宅地開発が行われ
ました。大津市が代執行を行って、
危険な崖地を是正しましたが、こう
したことを生じさせないよう、当本
部ではコンプライアンスに関する会
員研修を充実させています。
　また、当本部では近畿流通センタ
ーから講師を招いて、パソコン研修
を積極的に行っています。

（公社）全日本不動産協会滋賀県本部
〒520-0051
大津市梅林1-3-25　
第1森田ビル8階
TEL：077（523）5151
FAX：077（523）5259

日本三名橋の１つとして知られる瀬田の唐橋
（公社）びわこビジターズビューロー

滋賀県
本部
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宅建士ならではの
空き家対策に邁進します

地域の不動産業者の集合体として、会員サービスの提供などに努める地方本部。
現在の活動や今後の取り組み、地域の不動産市況などについてお伺いしました。

徳島県
本部

学区を重視する徳島県の 
不動産市場

　徳島県の不動産市場は、戸建て分
譲が主です。地元、大手に関わらず
多くの不動産業者は分譲を手掛けて
います。徳島県の顧客は通勤に自動
車を利用する方が多数です。そのた
め鉄道駅ではなく一次取得者の多く
が小学校の学区や土地の利便性を重
視します。
　徳島県は藍の産地だったため、化
学メーカーの工場が多く、雇用を支
えています。その為、工業団地が多
く存在する海沿いや吉野川沿いの不
動産が人気でしたが、近年のその傾
向に変化が見られます。最近では、
徳島市の北側に隣接し、吉野川の北
側にある板野郡が人気です。ショッ
ピングモールもあり、自動車で便利
な地域だからと見られます。
　県内全体を見回せば、人口減少は
続いており、不動産市場は好調とは
言えません。人気のエリアも地価の
下落傾向は続いています。
　人口減少の一因は若者の流出で
す。県外に進学して、そのまま県外
で就職する人も多いためです。ただ
し、最近では県内に戻って就職する
人も増加している印象があります。

空き家コーディネーターに 
力を入れる

　当県本部の会員数は104社で横ば
いですが、増加させていきたいと考
えています。会員向けの法定講習、

鳴門の渦潮・阿波踊りの徳島県

　徳島県は四国の南東に位置する県
です。四国は四国山地で南北が隔て
られているため、南東に位置する徳
島県はどちらかといえば、海を隔て
た東側の近畿圏との交流が盛んな地
域でした。現在は淡路島との鳴門大
橋が開通しているため、近畿圏との
交流はさらに盛んになっています。
　名勝といえば、鳴門の渦潮や大歩危
小歩危、祖谷のかずら橋が有名です。
　自慢のグルメは鳴門の鯛やわか
め、鳴門金時、阿波尾鶏です。Ｂ級
グルメは徳島ラーメンが有名で、最
近は県外からも観光客が増えていま
す。また、魚のすり身を揚げたフィ
ッシュカツ、甘い金時豆が入った豆
天玉焼きがあります。
　阿波踊りは全国から観光客が集ま
ります。阿波踊り期間は徳島市内全
体が踊りの熱気に包まれ、あちらこ
ちらからぞめきのリズムが聞こえて
きます。

パソコン研修を行い、会員増強に努
めてまいります。公益法人として重
要な消費者向けの無料相談は月１回
ペースで続けています。また開業に
関する相談も随時受け付けていま
す。
　当本部として重視するのはやはり
空き家問題です。徳島県の西部は山
間部が多く、高齢化の影響もあり、
空き家が増加しています。空き家流
通には物件に市場があるかどうかが
重要ですが、判定には宅建士の知識
が重要になります。県は「空き家コ
ーディネーター」を昨年から育成し
ています。当本部もこれからの市場
を見据え空き家コーディネーターの
育成に積極的に取り組みたいと考え
ています。

米田 久夫氏

徳島県本部 本部長

（公社）全日本不動産協会徳島県本部
〒770-0943　
徳島市中昭和町2-75　
間ビル1階
TEL：088（655）4633
FAX：088（622）4476

鳴門海峡の渦潮と鳴門大橋
（©徳島県・（一財）徳島県観光協会）
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　大阪府本部広報委員会では、一般財団法人日
本リトルシニア中学硬式野球協会主催 第46回
関西連盟秋季大会へ協賛しました。平成28年
10月8日（土）、万博記念公園野球場で開会式が
行われ、三本皓三本部長より選手の皆様に熱い
エールが送られました。
　今大会には、各ブロックを勝ち上がってきた
32チームが出場し、10月22日（土）に、準決勝・
決勝戦が行われました。閉会式では、優勝チー
ムへ日比委員長より、賞状・優勝杯を授与しま
した。
　結果は以下の通りです。

　優　勝：豊中
　準優勝：南部　
　３　位：堺泉北、和歌山

　兵庫県本部は宅地建物取引士法定
講習会を平成28年11月9日（水）、兵
庫県農業共済会館大会議室で実施し、
145名の方が受講しました。
　講習会は①税制、②宅地建物取
引士の使命と役割及びケーススタデ
ィ、③紛争事例と関係法令（都市計
画法・建築基準法等）、④紛争事例
と関係法令（民法・宅地建物取引業
法等）の4科目6時間の講習で、講習
終了後に新しい宅地建物取引士証を
交付しました。

一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会
関西連盟主催阪神タイガース杯・全日本不動産協会杯
第46回関西連盟秋季大会の協賛について

宅地建物取引士法定講習会実施

大阪府本部 / Topic

兵庫県本部 / Topic

地方本部の動き
Activity Condition

Topic

Icon Note

Information

Product

Report

［今月の地方本部は…］
大 阪
兵 庫
岩 手
広 島
愛 知

三本本部長挨拶

145名が熱心に受講

賞状授与
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　平成28年8月の台風10号豪雨災害により被害を
受けられた方々の生活再建及び被災地域の復旧・復
興にお役立ていただくため、全日本不動産協会から
の義援金100万円を岩手県に寄付しました。
　当本部の田屋慶一本部長、浅沼儀洋副本部長が
11月28日（月）に岩手県庁を訪問し、佐々木信岩手
県保健福祉部長へ義援金の目録を贈呈しました。
　会員の皆さまのご支援に改めて感謝申し上げます。
　一日も早い復旧・復興に向け、当本部としても関
係機関の協力を得ながら取り組んでまいりますので、
今後ともお力添えのほど、よろしくお願い申し上げ
ます。

　平成28年12月3日（土）、当本部は広島県宅建協会と定例
の意見交換会を開きました。開催にあたり津村義康広島県
宅建協会会長（全国宅建協会連合会副会長）が、挨拶と中村
克己全日広島県本部本部長の黄綬褒章叙勲のお祝いを述べ
られました。中村本部長は県市との行政提携などに津村会
長と協力して取り組んでいることが、実現の大きな力にな
っていると謝意を述べました。伊折副本部長は宅建士法定
講習の免許発行業務での宅建協会の協力に、改めて感謝し
ました。これか
らも両団体が協
力して、不動産
業の発展と改革
に取り組んでい
くことで意見が
一致し、友好を
深めていくことを
誓い意見交換会
を終了しました。

義援金100万円を岩手県に寄付 (公社)広島県宅地建物取引業協会と
意見交換

岩手県本部 / Topic 広島県本部 / Topic

義援金贈呈式

（左より）池元広島県宅建協会専務理事、岡本洋三広
島県宅建協会副会長、津村義康広島県宅建協会会長、
中村克己全日広島県本部本部長、玉田悦治全日広島
県本部広報組織委員長、伊折一夫全日広島県本部副
本部長

不動産業開業支援セミナーを開催

愛知県本部 / Report

　愛知県本部組織委員会は平成28

年12月14日（水）、ウインクあいちに
て今年で4回目となる「不動産業開
業支援セミナー」を開催しました。
61名の申込みがあり、当日は50名
の参加がありました。
　セミナー当日は、岩月組織委員の
司会で始まり、山口本部長の開会の
挨拶、坂野組織委員より当協会のご
紹介を行い、引き続き事務局から不
動産業（宅建業）を開業するにあたっ
ての説明を行いました。その後、セ
ミナーのメインであります加藤組織委
員、久納組織委員による現役不動産

会社社長から学ぶ開業体験談
を、それぞれ25分ほど講義
を行いました。
　参加者の皆さんは真剣に話
に耳を傾け、講師の話にうな
ずいたり、一生懸命メモを取
ったりしている姿が印象的で
した。講師による体験談の後、事務
局から免許申請、入会手続きの流れ
を説明しました。最後に萩原組織委
員長による閉会の挨拶を行いました。
　セミナー終了後、免許申請や入会
手続きなど組織委員による個別相談
会の時間を設けましたが、相談者が

後を絶たず、6つ用意していた相談
席はすべて埋まり、急遽4つの場所
でも相談を受けることになり、参加
者の開業への真剣さが伺えました。
組織委員、事務局一同、今後も参加
者に満足してもらえるようなセミナ
ーを行っていきたいと思います。

個別相談会の様子
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全日不動産ナビ　今月の会員ブログ
このページは、全日会員の皆さんでつくるページです。皆さんは、マイページメイカー／ブログ
紹介サイト「全日不動産ナビ」を活用していますか。この全日不動産ナビでは、全国の全日会員が
投稿したブログを見ることができます。全日不動産ナビに投稿されたブログ記事の中から、会員
の方々が書かれているブログをコンテンツごとに紹介していきます。今月は、「日記・つぶやき」、
「ビジネス・社会」コンテンツ部門の会員ブログを紹介します。

　当事務所は、平成26年に行政書士事務所とともに
高知市で開業しました。不動産屋というよりは、行政
書士業務を通じ、そこから生じる不動産の活用、処分
等を提案したり、更にはFP的視点を取り入れ、お客
様の生活状況全般を含めてサポートできればと思い、
業務に取り組んでおります。相談にはいろんな悩みが
絡んでいることが多く、1つの窓口でトータルに解決
できることで、お客様にとても喜ばれています。
　現在は、民事信託（とくに家族間で信託契約を行う
「家族信託」）に力を入れ、お客様個々に合った最善の
ご提案ができるよう心がけています。

　愛媛県松山市北久米町のステディコムです。弊社は、
2014年に開業。住まいに関するさまざまな情報とサ
ービス提供に取り組み、設計、施工、販売、さらにア
フターサービスにいたるまで、ワンストップサービス
で皆様方のご要望にお応えしております。
　ステディコムのブランド商品「リバイバルハウス」も
好評販売中です。弊社ブログ名にも入っている「こむ
ちゃん」とは、弊社の看板犬であるトイプードルの名
前です。記念すべきブログ初投稿である2016年6月
24日の記事で、そのかわいい姿を披露しています。
また、こむちゃんを使った弊社オリジナルLINEスタ
ンプも大好評です。今後ともリバイバルハウスとこむ
ちゃんをよろしくお願いいたします。

ZENNICHI WEBSITE FRONT

全日会員の広場

「ビジネス・社会」コンテンツ部門 「日記・つぶやき」コンテンツ部門

ステディコムこむちゃんの
夢物語

高知のHaChiKin
シドニー不動産FP事務所

http://www.zennichi.net/b/sydney/index.asp
ステディコム

http://www.zennichi.net/b/steadycom/index.asp

シドニー不動産FP事務所
代表者：岡﨑千佳
〒781-8104　高知県高知市高須2-10-13
TEL：088-879-8532（代表）　　FAX：050-8810-9581（代表）
https://www.zennichi.net/m/sydney/index.asp

ステディコム
代表者：東　達也
〒790-0923　愛媛県松山市北久米町462-1
TEL：089-916-6668（代表）　　FAX：089-916-6608（代表）
http://www.zennichi.net/m/steadycom/index.asp
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　愛知県半田市のエノモトホームです。弊社は、主に
賃貸アパート・駐車場・空き家管理・土地売買を行っ
ています。人生の中で不動産に関わる機会は少ない分、
「なんだか気軽に行ける感じではないなぁ」と思いがち
です。だからこそ、弊社は出会い・ご縁を大切に、気
軽に聞けて、気軽に行ける、そんなアットホームな不
動産店を目指しております。
　ブログは初心者ながらも、不動産関係のことだけで
なく普段の発見や気になることなど、さまざまな情報
を掲載していきたいと思っています。ぜひ一度ご覧に
なってください。

全日情報ナビ
マイページメーカー／ブログ紹介サイト

http://www.zennichi-navi.jp/ 

「ビジネス・社会」コンテンツ部門

エノモトホーム　
フリ―トーク

エノモトホーム
http://www.zennichi.net/b/enomotohome/index.asp

エノモトホーム
代表者：榎本好秀
〒475-0087　愛知県半田市大池町4-59-1ＥＤＥＮＩ1Ｆ
TEL：0569-28-6208（代表）　FAX：0569-28-6208（代表）
http://www.zennichi.net/m/enomotohome/index.asp

Quiz
　&
Questionnaire
クイズに答えてプレゼントに応募しよう！
今月の読者クイズ＆アンケート

月刊不動産今月号の記事のなかからクイズを出題します。
答えが分かった方は、下記のメールアドレスに必要事
項を記入のうえ、ご応募ください。正解者のなかから抽
選で5名様に図書カード1,000円分をお送りいたします。

しっかり読んで
いれば分かるよ！

月刊不動産への
ご意見・ご要望も
聞かせてね！

2017年

103 金

応募
締切

＊ メール以外では受け付けておりません。
＊ ご応募は、お一人さま1回に限ります｡
＊ 当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
＊ ご応募にあたってご記入いただいた個人情報は、賞品の発送、
ご意見やご要望への対応以外、個人を特定した情報として利
用することはございません。

応募
方法

必要事項をご記入のうえ、下記のアドレス宛
にメールでお送りください。
件名は「 2月号クイズの答え」でお願いします。

①クイズの答え／②郵便番号／③住所／④氏名
⑤年齢／⑥電話番号／⑦商号
⑧今月号で良かった記事
⑨今後取り上げてほしいトピック・企画
⑩月刊不動産のご感想またはご意見・ご要望

先月の答え
［使用貸借契約］

monthly-realestate＠zennichi.or.jp宛先：

今月の
問題

売買契約の目的物に瑕疵（欠陥）があり、
買主がその瑕疵を知らないときには、
売主は買主の損害を賠償しなければな
りません。この責任のことを何と呼ぶ
でしょうか。
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　昨今、新聞報道やテレビニュース等で不動産のおとり広告が社会問題として非難を浴びています。
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会はこの状況に対応するため、特にインターネット広告に
おけるおとり広告の撲滅を強力に進めています。

「おとり広告」撲滅！
「おとり広告」掲載業者のポータルサイト広告は1カ月以上停止
「おとり広告」を繰り返す事業者の情報を共有

おとり広告禁止に関する注意喚起について

　顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物
件を広告し、実際は他の物件を販売しようとするよ
うな広告を通称して「おとり広告」と言います。
　このような「おとり広告」や実際には存在しない
物件等の「虚偽広告」は宅建業法第32条の規定によ
り禁止されています。これらの広告は、不当景品類
及び不当表示防止法第5条3号及び不動産の表示に
関する公正競争規約第21条においても禁止されて
います。
　おとり広告の例としては、例えば、実際には取引
意思のない物件を顧客を集めるために「敷金・礼金
不要」「相場より安い家賃」などの好条件で広告して
顧客を誘引した上で、突然の水漏れや他者による成

「おとり広告」とは？

その掲載、おとり広告・不当表示になっていませんか？

おとり広告・不当表示に
ならないためには…

●契約が終了しているのに、削除せず掲載していた➡おとり広告

削除漏れで、おとり広告をしていたつもりはなかったとしても、結果と
して取引できない物件が掲載されていれば、おとり広告になります。

●「フリーレント1ヵ月」「契約後3ヵ月間は賃料半額」等と記載しているが、
これらの取引条件はすでに終了しているにもかかわらず、修正していな
かった➡不当表示

●現実的ではない駅を「利用駅」として表示している➡不当表示

物件の内容や取引条件等について、実際よりも優良であると誤認される
おそれがあると、不当表示になります。

◦契約済みの物件は速やかに削除する（自動更新されるまで放置しない）
◦メンテナンスを確実に行う（契約状況や取引条件等の確認を怠らない）
◦マンパワーに見合った物件数を掲載する

約などを理由に、他の物件を紹介・案内すること
などが挙げられます。
　また、成約済みの物件を速やかに広告から削除
せず、広告の更新予定日を過ぎても当該物件のイ
ンターネット広告などを継続することも、「おとり
広告」に該当します。

売約済み
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以下の施策がスタートしています。

　ポータルサイト広告適正化部会は平成26年4月からおとり広告など
の違反物件情報等を同部会の構成会社間で相互に共有し、おとり広告
の削除やペナルティを課すなどの方策を進めてきました。このたび適
正な不動産広告をより一層強力に推進するため、違反広告を繰り返す
など改善の見込みが低い「不動産事業者の情報」を共有し、構成会社
それぞれの規定などに基づいて対応していきます。
　この施策を実施する背景には、おとり広告を繰り返し行うなど各ポ
ータルサイト運営会社から措置を受けても広告の改善の見込みが低い
不動産事業者が少なからず存在し、これらの事業者の中には、新たに
別会社を設立するなどの手法をとり、新規に入会して同様の違反広告
を行う者もいることに起因します。

▶「不動産事業者情報の共有」について

　不動産の表示に関する公正競争規約に違反し、厳
重警告および違約金課徴の措置を講じた不動産事業
者に対して、「ポータル広告適正化部会」の構成会社
がそれぞれ運営する不動産情報サイトへの広告掲載
を原則として、1カ月以上停止する施策は、構成会
社各社の規定に基づいて実施されます。掲載停止期
間を設けることで、一般消費者へのおとり広告等に

▶一定期間のポータルサイトへの広告掲載を停止
よるさらなる被害拡大を抑制し、対象となった不動
産事業者は当該期間内に掲載物件情報等のメンテナ
ンスを確実に実施し、体制を整えさせます。これに
より「おとり広告をしない」という意識の向上を図り、
さらには適正な表示を行っている大多数の不動産事
業者の利益を確保することにもつながります。

①  不動産の表示に関する公正競争規定に違反し、厳
重警告および違約金課徴の措置を講じた不動産事
業者に対して、首都圏不動産公正取引協議会が設
置した「ポータルサイト広告適正化部会」の構成会
社※が運営する不動産情報サイトへの広告掲載を、
原則として1カ月間以上停止。

 ⇒平成29年1月から実施

②  違反広告を繰り返すなど改善の見込みが低い不動
産事業者の情報を「ポータルサイト広告適正化部
会」の構成会社※が共有し、それぞれの社の規定に
基づき、対応します。

 ⇒平成28年12月から実施

『ポータルサイト広告適正化部会』
不動産情報サイトを運営する賛助会員が、不動産業者
の広告表示の適正化を誘導する方策を協議・検討する。

※『ポータルサイト広告適正化部会』構成会社
会社 運営サイト

アットホーム株式会社 at home
株式会社CHINTAI CHINTAI
株式会社ネクスト HOME’S
株式会社マイナビ マイナビ賃貸
株式会社リクルート住まいカンパニー SUUMO

安全・安心の取
引に向けて、

おとり広告撲滅
！

公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会　http://www.sfkoutori.or.jp/
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新入会員名簿
Initiate Member List

［平成28年12月］

都道府県 市区町村 商号名称都道府県 市区町村 商号名称 都道府県 市区町村 商号名称

北海道 札幌市 ゴールデン東京 株式会社

札幌市 株式会社 シティープランニング

札幌市 株式会社 ツインホーム

札幌市 ユーキ不動産販売 株式会社

青森県 青森市 有限会社 ジェイ・エス

北津軽郡 有限会社 三浦建設

宮城県 仙台市 株式会社 ART HOME

仙台市 株式会社 藤松不動産

仙台市 リアルプラン 株式会社

山形県 東根市 くるまや不動産

茨城県 つくば市 細田興産 株式会社

栃木県 足利市 アルファプラン 株式会社

群馬県 伊勢崎市 株式会社 Story house

前橋市 竹澤建材工業 株式会社

埼玉県 川口市 株式会社 ARROOWS

蕨市 株式会社 エクシード

熊谷市 株式会社 エクステージ

蕨市 三幸プランニング 株式会社

さいたま市 株式会社 不動産システム

千葉県 流山市 株式会社 SGホーム

鎌ケ谷市 鎌ケ谷エステート 株式会社

木更津市 ケイズアップ 株式会社

松戸市 株式会社 賃貸セレクト

市川市 株式会社 フレア

千葉市 株式会社 みらい

東京都 中央区 株式会社 アイビーコンサルティング

東大和市 アイリプランニング 株式会社

世田谷区 株式会社 アルファベストライフ

新宿区 株式会社 アローリンク

新宿区 株式会社 いちとり

品川区 株式会社 イデアルモルゲン

板橋区 株式会社 エイチ・エス・ホーム

中央区 株式会社 ABB

港区 株式会社 エッジアップ

北区 株式会社 LBL

千代田区 オーエムネットワーク 株式会社

港区 株式会社 樹楽製作所

港区 株式会社 クオリティジャパン

渋谷区 クオリティライフ・プロパティ 株式会社

足立区 株式会社 國井建設

目黒区 クレビアス 株式会社

港区 国士不動産 株式会社

江戸川区 株式会社 佐藤秀工務店

大田区 株式会社 サンケイ不動産

豊島区 株式会社 サンズクリエイティブ

渋谷区 株式会社 J＆Z

台東区 尚禾 株式会社

台東区 城南管財 株式会社

千代田区 スターリット 株式会社

杉並区 株式会社 STORED

港区 住和地所 株式会社

東京都 目黒区 株式会社 創栄

渋谷区 大和恒産 株式会社

港区 株式会社 タカノハ住建

立川市 高橋興産 有限会社

港区 東京大地不動産 株式会社

新宿区 TOKYO CS不動産

港区 株式会社 内藤不動産

練馬区 株式会社 パートナーズ

中央区 株式会社 ビーハウス

渋谷区 株式会社 Pictors＆Company

世田谷区 ファストウェル 株式会社

港区 株式会社 ファンコーポレーション

港区 株式会社 フラクタル

渋谷区 プラネックスコミュニケーションズ 株式会社

新宿区 株式会社 ブルースター

品川区 株式会社 PORTER

足立区 株式会社 ホーム地所

新宿区 株式会社 星野不動産

西東京市 株式会社 帆平不動産

新宿区 株式会社 HorizonXX

渋谷区 株式会社 マーシャル設計開発

大田区 株式会社 マーディゼル

新宿区 株式会社  UKCorporation

台東区 株式会社 ライフイットプランニング

渋谷区 株式会社 ランドホーム

品川区 株式会社 リブラ

渋谷区 株式会社 ルーツ・コーポレーション

目黒区 ロイヤルスタイル 株式会社

港区 株式会社 ワイズ

板橋区 有限会社 ワイルドジャパン

神奈川県 横浜市 株式会社 アズール

相模原市 株式会社 アンビシャス・ライフ

横浜市 FPパートナーズ 株式会社

横浜市 株式会社 All Round

横浜市 株式会社 ZK

横浜市 有限会社 大賢サービス

横浜市 株式会社 トリニティーズ不動産

小田原市 株式会社 VEINS

横浜市 合同会社 ライズ・ストッキングインダストリー

横浜市 株式会社 ライフプラン

新潟県 長岡市 株式会社 三共土地開発

三条市 嵐南エステート株式会社

長岡市 株式会社 リアル企画

富山県 富山市 株式会社 米商

長野県 松本市 株式会社 KSTT

岐阜県 各務原市 株式会社 Nホーム

羽島郡 株式会社 加藤組

静岡県 浜松市 株式会社 トータルウィン

富士市 株式会社 福栄

愛知県 知多郡 株式会社 あんじゅ

名古屋市 株式会社 エイエムエステート

愛知県 豊橋市 株式会社 希望

名古屋市 株式会社 中部エステート

丹羽郡 株式会社 ドリームハウスプロジェクト

三重県 桑名市 石川

滋賀県 甲賀市 樂伸 株式会社

京都府 京都市 住まいの小蝶

京都市 株式会社 リプライズリアルエステート

大阪府 大阪市 R＆R 株式会社

大阪市 株式会社 アスヴェル

大阪市 株式会社 アトリエテクネ

枚方市 折尾建設

大阪市 株式会社 グロース

大阪市 株式会社 新堂島ビル

大阪市 テルハウスサービス

高槻市 日本産業

大阪市 株式会社 ネクストファクトリー

大阪市 株式会社 ノリタケホーム

大阪市 株式会社 ファーストステージホールディングス

大阪市 松葉興産 株式会社

大阪市 株式会社 ルームエステート

大阪市 ルルズホーム

兵庫県 神戸市 株式会社 accession

尼崎市 有限会社 オーバルホーム

神戸市 株式会社 Lievre Home

和歌山県 和歌山市 株式会社 フジシマ不動産

島根県 出雲市 まつもと不動産事務所

岡山県 井原市 株式会社 セントテ

広島県 広島市 メイク・アップリフォーム 株式会社

山口県 下関市 有限会社 学興業

香川県 坂出市 株式会社 山斗

高知県 高知市 株式会社 ナチュラリ・21

高知市 有限会社 高広工業

福岡県 福岡市 株式会社 アルゴ

福岡市 ケース・モネル 株式会社

北九州市 Nomura House

福岡市 株式会社 famille

佐賀県 嬉野市 株式会社 樹林の里

熊本県 上益城郡 エムティー建築事務所

熊本市 合同会社 PLONSTERS

大分県 大分市 光陽商事有限会社

宮崎県 宮崎市 株式会社 TFM

鹿児島県 鹿児島市 株式会社 INFINITY

鹿児島市 スクエアシステム 株式会社

沖縄県 那覇市 株式会社 Berryコーポレーション

那覇市 株式会社 サンイースト

那覇市 株式会社 ネクサス

那覇市 株式会社 幸地企画S-ハウジング

宮古島市 合同会社 三方企画

浦添市 株式会社 ディーアンド・ラボ

中頭郡 株式会社 日建不動産販売

沖縄市 ワンアップハウジング
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月刊不動産　2017年2月号
平成29年2月15日発行
定価500円（本体価格463円）
会員の方は、会費に購読料が含まれています。

　第190回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行後、
当会における苦情処理業務及び弁済業務保証金制度が以下の通り変更されます。

(１）施　行　日　平成29年４月１日

苦情処理業務及び弁済業務保証金制度の変更について

一般保証制度の他、法定研修会、弁済業務、各種保全制度など、保証協会の各種情報が掲載されております。

（公社）不動産保証協会ホームページ ▶▶http://www.fudousanhosho.or.jp/

平成29年4月1日改正法施行（弁済関係）

業者間取引に係る法改正と弁済業務及び苦情処理業務の取扱

(２）概　　　要　 当会会員と宅地建物取引業に関し取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合、
認証を申し出ることができない。

詳細につきましては（公社）不動産保証協会ホームページ（会員専用ページ）をご確認ください。

現行通り対応 苦情処理業務が不調に終わった場合、
苦情処理業務は終了

平成29年3月31日以前の取引

認証申出は可

平成29年4月1日以後の取引

認証申出は不可

苦情の受付・苦情処理業務

宅地建物取引業者からの苦情の申出
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鷲の門
┃ 徳島県┃

今月号の「地方本部長に聞く」は滋賀県本部と徳島県本部です

旧豊郷小学校校舎

　鷲の門は、徳島市にある、かつての徳島城の城門。豊臣
秀吉に仕え、四国征伐の際にめざましい活躍をした蜂須
賀家政は、その戦功として、1585（天正13）年、阿波一国

（17万6千石）を与えられた。入封した家政は、本格的な築
城を開始し、1586（天正14）年にほぼ完成して徳島城と改
称し、城下を徳島と名づけた。以後、徳島城は江戸時代を
通して徳島藩蜂須賀氏25万石の居城となった。なお、
1873（明治6）年の廃城令により、1875（明治8）年には、鷲
の門を除く、城内のすべての建築物が撤去された。
　鷲の門は、1945（昭和20）年の徳島大空襲によって焼失
したが、1989（平成元）年に徳島市制100周年を記念して
復元された。幕府に「鷲を飼う建物」として申し立て建造
したため、この名前がつけられたと伝えられるが、真偽は
不明。

　伊藤忠商事の創業者・伊藤忠兵衛を輩出した豊郷町に
ある旧豊郷小学校の校舎群。琵琶湖の東部に立地する豊
郷町は旧中山道の中継地点にあたり、商才に優れて全国
で活動した近江商人を育んできた。旧豊郷小学校の校舎
も、豊郷町出身の近江商人で丸紅の専務であった古川鉄
治郎氏が1937（昭和12）年に寄贈したもの。設計は、近江
兄弟社を創立してメンソレータムを広めたことで知られ
る実業家で建築家のウィリアム・メレル・ヴォーリズによ
る。旧校舎および講堂、酬徳記念図書館が2013（平成25）
年に登録有形文化財に指定されている。旧校舎建物はRC
造地上2階・一部3階建。中央部を3階建て棟屋として車寄
せが張り出し、白亜で左右対称、四角形を組み合わせたモ
ダニズム建築となっている。近年は、映画のロケ地やアニ
メの舞台となっていることから観光客が増加している。
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	月刊不動産201702_028-029
	月刊不動産201702_030-031_新入会-表3フォルダー
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